
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
三
十
九
号

商
標
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
商
標
法
施
行
令
の
規
定
の
整
理
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
　
抄

内
閣
は
、
商
標
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
同
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
商
標
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
標
章
の
国
際
登
録
に
関
す
る
マ
ド
リ
ッ
ド
協
定
の
千
九
百
八
十
九
年
六
月
二
十
七
日
に
マ
ド
リ
ッ
ド
で
採
択
さ
れ
た
議
定
書
（
以
下
「
議
定
書
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の

三
に
規
定
す
る
領
域
指
定
で
あ
っ
て
日
本
国
を
指
定
す
る
も
の
に
係
る
議
定
書
第
二
条
（
１
）
に
規
定
す
る
国
際
登
録
（
以
下
「
改
正
法
施
行
前
の
領
域
指
定
に
係
る
国
際
登
録
」
と
い
う
。
）
の
対
象
で
あ
っ
た
商
標
に
つ
い
て
は
、

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
地
域
団
体
商
標
に
係
る
商
標
登
録
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
改
正
法
施
行
前
の
領
域
指
定
に
係
る
国
際
登
録
の
対
象
で
あ
っ
た
商
標
に
係
る
商
標
法
第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
又
は
第
六
十
八
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
し
た
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
商
標
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
商
標
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
地
域
団
体
商
標
に
係
る
商
標
登
録
出
願
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
商
標
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
が
地
域
団
体
商
標
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
国
内
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
に
係
る
商
標
登
録
出
願
の
日
が
平
成
十

八
年
四
月
一
日
前
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
国
内
登
録
に
基
づ
く
登
録
商
標
に
係
る
商
標
登
録
出
願
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
十
八
年
四
月
一
日
」
と
す
る
。

４
　
地
域
団
体
商
標
に
係
る
国
際
商
標
登
録
出
願
（
商
標
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
商
標
登
録
出
願
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン

で
、
千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百
三
十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正
さ
れ
た
工
業

所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
（
以
下
「
パ
リ
条
約
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
定
め
る
優
先
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
地
域
団
体
商
標
に
係
る
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
商
標
法
第
六
十
八
条

の
三
十
二
第
三
項
（
同
法
第
六
十
八
条
の
十
第
二
項
及
び
第
六
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
同
法
第
六
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項
（
同
法
第
六
十
八
条
の
十
第
二
項
及
び
第
六
十
八
条
の

三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
優
先
権
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
出
願
若
し
く
は
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ
（
４
）
の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
又
は
同
条
Ａ

（
２
）
の
規
定
に
よ
り
最
初
の
出
願
と
認
め
ら
れ
た
出
願
の
日
（
以
下
「
出
願
日
」
と
い
う
。
）
が
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
出
願
日
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
と
み
な
す
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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